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新型コロナウイルス感染症に係る県の対応の周知について（依頼） 

  

新型コロナウイルス感染症に係る県の各種施策につきましては、御理解と御協力をいただき、

厚くお礼申し上げます。 

９月３０日をもって国の「まん延防止等重点措置」の本県への適用が解除されました。 

また、県内の感染状況等に鑑み、県独自の「緊急事態宣言（レベル４）」を終了し、１０月１

日から１０月１０日の期間を目途に「感染拡大緊急警報（レベル３）」に移行することとしま

した。これに伴い、外出自粛や飲食店等への営業時間短縮等の要請は終了しますが、新規感染

者が引き続き確認されている宮崎市については、感染警戒区域（オレンジ区域）に指定すると

ともに、宮崎市を除く県内全域は感染状況に応じた区分に変更し、感染再拡大を防ぐために必

要な行動制限を継続することとしております。 

つきましては、１０月１日以降は、県民の皆様に対して下記のとおり要請を行いますので、

感染拡大防止対策に御理解・御協力をお願いします。 

また、併せて貴団体等の会員の皆様への周知等に御協力いただきますようお願いします。 

 

記 

 

※ 詳細は別添資料参照 
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